
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

防
災
行
政
無
線
で
放
送
し
た
内
容
を
、
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。

０
１
２
０（
１
３
１
）９
９
４ 

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル「
ボ
ウ
サ
イ
キ
ク
ヨ
」で
覚
え
て
く
だ
さ
い
。

�

問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課
情
報
防
災
係 （
32
）３
１
１
１

防災行政無線
専用ダイヤル

令
和
7
年
度

個
別
特
定
健
診
締
め
切
り
間
近
で
す

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
に
つ
い
て（
第
十
二
回
特
別
弔
慰
金
）

　
町
で
は
、
ご
自
身
の
都
合
に
合

わ
せ
町
内
の
医
療
機
関
で
受
診
で

き
る
個
別
特
定
健
診（
要
予
約
）

の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
中
で
す
。

健
診
は
3
月
31
日（
火
）ま
で
実

施
し
て
い
ま
す
。
事
前
に
問
診
票

の
発
行
が
必
要
で
す
の
で
、
健
診

を
希
望
す
る
方
は
締
切
日
ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
二
次
元

コ
ー
ド
で
も
お
申
し
込
み
い
た
だ

け
ま
す
。

　

　
今
日
の
日
本
の
平
和
と
繁
栄
の

礎
と
な
ら
れ
た
戦
没
者
等
の
尊
い

犠
牲
に
思
い
を
向
け
、
改
め
て
弔

慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、
国
か
ら

戦
没
者
等
の
遺
族
に
特
別
弔
慰
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
対
象
者

　
令
和
７
年
４
月
１
日（
基
準
日
）

に
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど

を
受
け
る
人
が
い
な
い
遺
族
の
中

で
、
支
給
順
位
⑴
～
⑷
の
高
い
人

１
人

支
給
順
位

⑴
弔
慰
金
の
受
給
権
者（
配
偶
者

な
ど
）

⑵
戦
没
者
の
子

⑶
戦
没
者
等
の
父
母
、
孫
、

祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹

⑷
戦
没
者
等
の
三
親
等
内
の
親
族

で
、
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で

引
き
続
き
１
年
以
上
戦
没
者
等

と
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
人

（
甥
、
姪
な
ど
）

※
特
別
弔
慰
金
は
、
遺
族
を
代
表

す
る
１
人
が
受
け
取
る
も
の
で

　
ま
た
、
す
で
に
個
別
特
定
健
診

を
申
し
込
ん
だ
方
で
、
ま
だ
受
診

さ
れ
て
い
な
い
方
は
早
め
の
健
診

受
診
を
お
勧
め
し
ま
す
。

申
込
締
め
切
り

　

２
月
27
日（
金
）

受
診
料

●
39
歳
以
下
の
方

　
1
，
0
0
0
円

●
40
～
74
歳
の
方
で

国
民
健
康
保
険
加
入
者

　
1
，
0
0
0
円

●
受
診
料
が
無
料
と
な
る
方

　
令
和
8
年
3
月
31
日
時
点
で

・
40
、
50
、
60
歳
の
方

（
国
民
健
康
保
険
加
入
者
）

・
75
歳
以
上
の
方

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

（
32
）２
５
５
４

す
。
遺
族
間
の
調
整
は
、
記
名

国
庫
債
券
を
受
け
取
っ
た
人
が

責
任
を
持
っ
て
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

支
給
額

　
額
面　
2
7
5
，
0
0
0
円

　
令
和
８
年
か
ら
５
年
間
、
年
１

回
、
償
還
日（
４
月
15
日
）以
降
に
、

５
５
，
０
０
０
円
ず
つ
記
名
国
庫

債
券
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

請
求
期
限

　
令
和
10
年
３
月
31
日

既
に
請
求
手
続
き
を
さ
れ
た
方
へ

　
書
類
の
審
査
や
国
庫
債
券
の
発

行
に
一
定
期
間
を
要
す
る
た
め
、

請
求
か
ら
支
給
ま
で
に
半
年
か
ら

１
年
以
上
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
国
か
ら
町
へ
国
庫
債
券
が
届
き

次
第
、
文
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）６
５
２
２

納 期 限

3 2
月
曜
日

◦上水道使用料（2月期分）
　   大口１月使用分、一般12・1月分
◦下水道使用料（2月期分）
　   大口１月使用分、一般12・1月分  町営水道区域
　   一般10･11月分　佐久水道区域
◦農集排使用料（2月期分）
　   10・11月使用分
◦個別排水手数料（2月期分）
　   12・1月使用分

◦国民健康保険税（9期分）
◦後期高齢者医療保険料（8期分）
◦介護保険料（8期分）
◦保育料（2月分）
◦町営住宅使用料（2月分）
◦下水道負担金（4期分）

2月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

　
や
ま
ゆ
り
の
会
で
は
、
町
花
や

ま
ゆ
り
の
普
及
と「
や
ま
ゆ
り
の

里
」の
実
現
に
向
け
て
、
保
護
・

育
成
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
度
、
皆
さ
ま
に
や
ま
ゆ
り

へ
の
愛
着
や
知
識
を
持
っ
て
い
た

だ
き
た
い
こ
と
か
ら「
や
ま
ゆ
り

栽
培
勉
強
会
」を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ご
家
庭
で
も
栽
培

に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

日
時

第
１
回

　
「
種
か
ら
育
て
る
方
法
」

　

２
月
17
日（
火
）

午
後
６
時
30
分
か
ら

第
２
回

　
「
球
根
か
ら
育
て
る
方
法
」

　
３
月
17
日（
火
）

午
後
６
時
30
分
か
ら

※
各
回
、
内
容
が
異
な
り
ま
す
。

ど
ち
ら
か
の
み
の
参
加
も
可
能

で
す
。

場
所　

　
御
代
田
町
役
場　
大
会
議
室

参
加
費　
無
料

申
込
締
め
切
り

　
第
１
回　

２
月
13
日（
金
）

　
第
２
回　
３
月
13
日（
金
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
　
産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

（
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３

や
ま
ゆ
り
栽
培
勉
強
会

を
開
催
し
ま
す

御
代
田
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
定
期
開
催
し
て
い
ま
す

　
障
が
い
の
あ
る
方
の
ス
ポ
ー
ツ

の
経
験（
機
会
）を
増
や
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
偶
数
月
に
御
代
田

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

　
ス
ポ
ー
ツ
を
や
っ
て
み
た
い
け

ど
今
ま
で
機
会
が
な
か
っ
た
、
で

き
な
い
と
諦
め
て
し
ま
っ
て
い
た

な
ど
の
お
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方

は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

ち
ょ
っ
と
来
て
覗
い
て
帰
る
、

途
中
か
ら
参
加
す
る
な
ど
も
大
歓

迎
で
す
。

　
ま
た
、
中
高
生
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

第
６
回
御
代
田
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

日
時　
２
月
15
日（
日
）

　
　
　
午
前
10
時
～
正
午

場
所　
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

内
容　
ボ
ー
ル
遊
び

　
　
　
フ
リ
ス
ビ
ー
等

参
加
費　
無
料

対
象　
障
が
い
の
あ
る
方
や
そ
の

ご
家
族
ご
友
人

持
ち
物　
室
内
運
動
用
シ
ュ
ー
ズ

　
　
　
　
飲
み
物

申
込　
不
要

問
い
合
わ
せ
先

　
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

（
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１
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最
低
賃
金
制
度
は
、
最
低
賃
金

法
に
基
づ
き
、
使
用
者
は
、
そ
の

金
額
以
上
の
賃
金
を
労
働
者
に
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
制
度
で
す
。

　
こ
の
た
び
、
長
野
県
地
域
最
低

賃
金
の
改
正
に
続
い
て
、
長
野
県

内
の
特
定
の
産
業
で
働
く
労
働
者

に
適
用
さ
れ
る「
特
定（
産
業
別
）

最
低
賃
金
」が
表
の
と
お
り
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
適
用
業
種
等
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
長
野
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

「
最
低
賃
金
」に
つ
い
て

長
野
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

０
２
６（
２
２
３
）０
５
５
５

長
野
県
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金
の
お
知
ら
せ

種　　類 時間額（改正前） 発効年月日

地域別 長野県最低賃金 1,061円   （998円） 令和７年10月３日

産業別

計量器等製造業 1,095円（1,032円） 令和８年１月１日

はん用機械器具等製造業 1,105円（1,043円） 令和７年12月28日

各種商品小売業 ※令和７年度の金額改正がないことから、
　令和７年10月３日から長野県最低賃金時間額
　1,061円が適用されます。印刷、製版業

こ
の
ご
み

  

ど
っ
ち
だ
っ
け
？

●
化
粧
品
の
ビ
ン

誤　
不
燃
ご
み

正　
ガ
ラ
ス
ビ
ン

　
以
前
は
不
燃
ご
み
と
し
て
収
集

し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
資
源

物
と
し
て
収
集
し
て
い
ま
す
。
色

ご
と
に
分
別
し
て
お
出
し
く
だ
さ

い
。

●
乾
電
池
・
充
電
式
電
池

誤　
不
燃
ご
み

正　
有
害
ご
み

　
乾
電
池
や
モ
バ
イ

ル
バ
ッ
テ
リ
ー
な
ど

の
充
電
式
電
池
は
有

害
ご
み
で
す
。
発
火
事
故
等
が
起

こ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

集
積
所
で
の
収
集
は
行
っ
て
い
な

い
た
め
、
絶
縁
処
理
を
し
、
必
ず

井
戸
沢
最
終
処
分
場
へ
持
ち
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
環
境
衛
生
係

（
32
）３
１
１
４
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